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　奈良県は、世界に誇る多くの歴史文化遺産と、それらと一体をなす歴史

的風土と豊かな自然環境に恵まれた地であり、これらの歴史的風土などと

人々の営みとを調和させようとするたゆまない努力によって美しい景観が

守り育てられてきたところです。他方、奈良県においては、戦後になって

都市化が急速に進み、北部地域は近畿圏においても有数の住宅市街地を形

成しています。 

　このようななかで、近年、駅前や都市郊外の幹線道路沿道などにおいて、

派手な色彩や目を引く外観の建物が建ち並び、屋外広告物が氾濫するなど、

全国どこにでもあるような雑然とした景観がみられることも現実です。ま

た、農山村においても過疎の進行や都市化の影響により、集落と農地・山

林が調和した景観が失われつつあります。 

　こうしたなか、平成16年６月に「景観法」が成立し、12月に施行され、

自治体にとって景観行政を進める上での法的な後ろ盾ができ、自らの裁量

による取組が可能となりました。これにより、県内において景観法に基づ

く「景観行政団体」が誕生するなど、自治体の関心はもとより、景観に対

する県民の意識も高まりつつあります。 

　今こそ私たちは、風格や潤い、活力が感じられる本県の個性豊かな美し

い景観が、生活する人々の心と生活を豊かにしていること、またその優れ

た景観を体験するために国内はもとより世界の各地から多くの人々が訪れ

ていることを再認識しなければなりません。そうした認識の上に立って、

奈良にふさわしい良好な景観を守り、創り育て、活用するよう努めていか

なければなりません。 

　ここに、県民・事業者・行政の適切な役割分担と協働により、本県の景

観を美しく風格のあるものとし、これを次世代に引き継いでいくため、奈

良県景観計画を定めました。 

　この「奈良県景観計画概要版」は、奈良県景観計画の概要をわかりやす

くまとめたものです。 




